別紙
選手変更についての取扱い

（一社）愛媛県ソフトテニス連盟
競技委員会

１．個人戦における選手変更が認められる場合は以下のとおりとする。ただし、出場ペアの２名ともが出場しない場合およびシングルスはいかなる理由であっても選手変更は認められない。
（１）疾病等なんらかの事情により、ペアの内１名が出場できなくなり、変更届を県連に送付し、あるいは当日持参し承認された場合。
（２）参加申込ペアのうち、１名に支障が出た際に、支障のない選手が同条件の選手とペアを組んで出場する場合。ただし、同一種別に限ることとし、いずれの組合せに配置するかは競技委員長が決める。

２．団体戦における選手変更の取扱いは、下記のとおりとする。なお、変更あるいは追加できる選手数は２名までとする。
（１）疾病等なんらかの事情により、ペアの内１名が出場できなくなり、変更届を県連に送付し、あるいは当日持参し承認された場合。
（２）１所属団体からＡ・Ｂチーム等の複数チームおよび男子・女子が出場している場合、監督・選手ともチーム間の移動は一切認められない。また、監督が両チームを兼任することは不可とする。
（３）監督が選手として出場する場合は、監督・選手の両方に登録して申し込むこと。

３．選手変更届の様式は別表の様式とする。
